
しゃかいてきはいじょ

社会的排除をなくす
だいさん しゅうろう みち

第三の就労の道

しゃかいてきじぎょうしょそくしんほう かしょう せいてい

社会的事業所促進法（仮称）制定へ

特定非営利活動法人 共同連

とくていひえいりかつどうほうじん きょうどうれん



しゃかいてきじぎょうしょ ひつよう

なぜ社会的事業所が必要なのか

しょうがいしゃじりつしえんほう はいあん しょうがいしゃけんりじょうやく ひじゅん

 １）障害者自立支援法の廃止と障害者権利条約の批准

 ・差別なき労働権保障の仕組みづくりが求められる

 ・１７万人におよぶ福祉的就労者が存在するという構造そ
のものからの転換

 ２）労働市場からの排除の拡大

 ３）競争的労働市場とは異なる就労

 ＝雇用機会の創出
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し
ゃ
か
い

さべつ ろうどうけんほしょう しくみ もと

まん ふくしてきしゅうろう そんざい こうぞう

ろうどいうしじょう はいじょ かくだおい

きょうそうてきろうどうしじょう こと しゅうろう

こようきかい そうしつ



一般就労でも福祉的就労でもない第三の道

障害者をはじめとする社会的不利な立場の人々にとって、

就労における新たな選択の道であり、営利企業と同様、

一般市場の中でみんなと共に経済活動を行う場である
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福祉的就労

（一部雇用）

社会的事業所

（雇用）

営利企業

（雇用）

いっぱんしゅうろう ふくしてきしゅうろう だいさん みち

しょうがいしゃ しゃかいてきふり たちば ひとびと

しゅうろう あらた せんたく みち えいりきぎょう どうよう

いっぱんしじょ なか とも けいざいかつどう おこ ば

えいりきぎょう ふぐくしてきしゅうろう

こょう いちぶこよう

しゃかいてきじぎょうしょ

こょう



社会的事業所とは

社会的企業
（ソーシャル
エンタープライズ）

社会的協同組合
（ソーシャル
コーポラティブ）

社会的事業所
（ソーシャルファーム）

 ①一般就労でも福
祉的就労でもない

 第三の道

 （障害者就労）

 ②分けない、切らな
い、社会的排除をな
くす労働参加の実現

 ③共働の働き方

 （就労・運営）
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しゃかいてきじぎょう

いっぱんしゅうろう ふく

してきしゅうろう

だいさん みち

しょうがいしゃしゅうろう

しゃかいてきじぎょうしょ

しゃかいてききぎょう
しゃかいてきょうどうくみあい

わ き

しゃかいてきはいじょ

ろうどうさんか じげん

きょうどう はたら かた

しゅうろう うんえい



社会的事業所の事業形態

■障害者をはじめとして、ホームレス、ニート、ひきこもりの人、薬物・アルコール

依存者、シングルマザー、ひとり暮らし高齢者など様々原因により働きにくさ、生き

にくさ抱え、労働市場から排除されている人々の労働参加をすすめることで社会

的排除をなくしていく事業体であり、特にそれらの人々の労働参加を実現していく。

 ■社会的企業の一形態であり、ビジネス手法に基づく事業展開により、社会的目

的を実現していく事業体であり、利益はその事業や地域社会にすべて還元、再投

資していく。

 ■社会的事業所と社会的企業一般との違いは、単なる社会的サービスの提供を

行うのではなく、人々の労働の場をつくりだす事業体であり、特に社会的不利な立

場の人々の労働参加を促す事業体であること。
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しゃかいてきじぎょうしょ じぎょうけいた

しょうがいしゃ ひと やくぶつ

いぞん くら こうれいしゃ さまざまげんいん はたら い

かか ろうどうしじょう はいじょ ひとびと ろうどうさんか しゃかい

てきはいじょ じぎょうたい とく ひとびと ろうどうさんか じつげん

しゃかいてききぎょう けいたい しゅほう もと じぎょうてんかい しゃかいてきもく

てき じつげん じぎょうたい りえき じぎょう ちいきしゃかい かんげん さいとう

し

しゃかいてきじぎょうしょ しゃかいてききぎょういっぱん ちが たん しゃかいてき ていきょう

おこな ひとびと ろうどう ば じぎょうたい とく しゃきてきふりえｌき たち

ば ひとびと ろうどうさんか うなが きぎょうたい



社会的事業所促進法とは ①
《どのような事業所か？》

■事業所の性格

①どんな法人格であってもその事業所の内容によって認められる

②働き方が競争的原理ではなく、人間的な相互扶助の原理で営まれる。

③事業内容は地域社会の発展に寄与し、かつ人間社会の福祉・環境の向上につながるものである。

■事業所に必要な要件

①社会的排除を受けている人々の割合が３０％以上

②商業・工業・サービス業・農林水産業などあらゆる業種のどれかを行い、その事業による事業収入が

収入の５０％以上を占めること。

③社会的排除を受けている人々も対等に労働参加、経営参加できること。

④ただし、特定の事業所が５１％以上資本参加する特例子会社を除く。

⑤社会サービス提供事業所の場合

イ）働く人の１０％以上が社会的に排除された人であること

ロ）事業対象者の５０％以上がいぎょう社会的に排除された人であること
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しゃかいてきじぎょうしょそくしんほう

じぎょうしょ

じぎょうしょ せいかく

ほうじんかく じぎょうしょ ないよう みと

はた ら きょいうそうてきげんり にんげんてき そうごふじゅお げんり いとま

じぎょうないよう ちいきしゃかい はってん きよ にんげんしゃきい ふくし かんきょう こうじょう

しゃかいてきはいじょ う ひとびと わりあい いじょう

しょうぎょう こうぎょう ぎょう のうぎょうすいさんぎょう ぎょうしゅ おこな じぎょう じぎょうしゅうにゅう

しゅうにゅう いじょう し

しゃかいてきはいじょ う ひとびと たいとう ろうどうさんか えいぎょうさんか

とくてい じぎょうしょ いじょうしほんさんか とくれこがいしゃ のぞ

しゃかい ていきょうじぎょう ばあい

はたら いじょう しゃかいてき はいじょ ひと

じぎょうたいしょうしゃ いじょう しゃかいてき はいじょ ひと



社会的事業所促進法とは ②

《どのような人々を対象とするのか》

■社会的排除により雇用の困難な人々を対象にする

○対象の定義が明確な人

・障害者（どんな障害者も）

・ホームレス

・シングルマザー

・刑余者

・薬物依存者、アルコール依存者

・生活保護受給者

○対象の定義が明確でない人

・ニート、引きこもりの人

・ひとり暮らし高齢者 等々

■対象の定義 ……… 対象の限定などをどう決めるか

○対象の定義が明確でない人の場合は自治体の長の判断で認める
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しゃかいてきじぎょうしょそくしんほう

ひとびと たいしょう

しゃかいてきはいじょ こよう こんなん ひとびと たいしょう

たいしょう ていぎ めいかく

しょうがいしゃ しょうがいしゃ

けいよしゃ

やくぶついぞんしゃ いぞんしゃ

せいかつほごじきゅうしゃ

たいしょう ていぎ めいかく ひと

ひ ひと

く こうれいしゃ とうとう

たいしょう ていぎ たいしょう げんてい き

たいしょう ていぎ めいかく ひと ばあい じちたい ちょう はんだん みと



社会的事業所促進法とは ③

《どのような支援を行うのか》

○行政からだけではなく、民間からの支援もすすむようにする

・仕事支援 ①公共団体による随意契約による優先発注

②総合評価入札制度の活用

③民間企業からの仕事提供の促進策

・財政支援 ①運営・経営への補助

②雇用継続により困難さを抱える人への加算

・立ち上げ支援 ①設備費への援助

②土地建物、運転資金への融資

③立ち上げ時の賃金

・社会保険料の免除

・税制措置

《どのような運用の仕組みをつくるのか》

○事業認証を行う仕組みをつくる ← 認証を行う団体が事業所を規定するガイドラインをつくる

← 認証制度を導入することで「貧困ビジネス」と峻別する

○事業報告は公開する
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しゃかいてきじぎょうしょそくしんほう

しうえん おこな

ぎょうせい みんかん しえん

ざいせいしえん うんえい けいえい ほじょ

こようけいぞく こんなん かか ひと かさん

た あげ しえん せつびひ えんじょ

とちたてもの うんてんしきん ゆうし

た あげ じ ちんぎん

しゃきほけんりょうめんじょ

ぜいせいそち

うんよう しくみ

じぎょうにんしょう お しくみ にんしょう おこな だんたいじぎょしょ きてい

しごとしえん こうきょうだんたい ずいいけいやく ゆうせんはっちゆう

そうごうひょうかにゅさつせいどかつよう

みんかんきぎょう しごとていきょう そくしんさく

にんしょうせいど どうにゅう ひんこん しゅんべつ

じぎょうほうこく こうかい


